
社会福祉法人コスモス 施設給食物資提供業者登録要項 

2025 年 12 月 22 日 

                              社会福祉法人コスモス 

  

  社会福祉法人コスモス（以下「コスモス」と記載）の給食等の提供にかかる食材購入先

については、コスモス食材購入業者登録名簿（以下「登録名簿」と記載）の中から、別表

の各施設が必要食材を適宜発注する方式とする。 

  登録名簿への登載にあたっての条件は下記のとおりとする。 

                     記 

Ⅰ 業者登録概要 

  ・食材は【食肉】と【調味料等】を扱う業者とする。コスモスが各部門別に以下の条件

に合ったところを業者登録する。登録の有効期限は、登録業者およびコスモスから特

別の申し出がない限り、次年度以降も自動更新されるものとする。 

 

  ・納品先は別表の各施設とする。 

    各施設からの注文に応じて各施設への配送となる。 

 

  ・登録にあたっては、登録申請書のほか、主要食材の見積書（別紙「食肉」「調味料等」）

を提出（申請書提出現在）する。見積書はコスモス各施設（以下「各施設」と記載）

からの発注の参考になる。 

 

  ・見積書提出後、価格変動があった場合は変更部分があった部分が分かるよう表示をし

て、すみやかにコスモスへ提出すること。 

 

  ・業者登録申請期間  2026 年 1 月 15 日から１月 31 日まで 

   提出先  〒599－8116 堺市東区野尻町 8－4 社会福祉法人コスモス法人本部 

                「業者登録」係  担当 山田・大槻 

               TEL 072（288）1055  

                 ※郵送での提出可  

 

    上記期間に申請のあった業者については、社会福祉法人コスモスで審査のうえ、コ

スモス食材購入業者登録名簿（以下「登録名簿」と記載）に掲載する。各施設は登録

名簿の中から、業者を選定し必要食材を適宜発注する。なお、登録後、各施設からの

発注が必ずしも発生しない場合もある。 

    上記期間後に申請のあった業者については随時コスモスにおいて審査の後、随時

登録名簿に登載予定。 



２ 納品等 

① 各施設の注文に基づき、原則として、各施設の指定する日時・場所にて商品を引

渡す。引き渡す商品は、各施設の注文した通りの商品、内容量とする。 

②  万一輸送中に容器の破損、各施設の注文した商品とは異なる商品の納品、その

他の事由により商品の不足等、納品時に何らかの問題が生じた際には、登録業者 

は、登録業者の負担に於いて速やかに不足分の補充等の対応を行う。自社で配送 

を行わない場合も同様とする。 

③ 納品時に使用する車両は、原則として食品専用車両を用いること。商品に応じた

冷蔵車及び冷凍車にて配送を行うこと。 

ただし、食品専用車両ではない場合、上記と同等以上の衛生・品質保持が確実に行

える保冷・保温設備（密閉性の高い保冷コンテナ、断熱材等）を適切に使用し、納

品が完了できること。 

④ 登録業者は、納品時に際し、各施設の職員の立会い検収を受けるものとする。 

⑤ 登録業者は、万一各施設の依頼した日時の納品、及び欠品等による各施設の注文

した通りの納品が困難な場合は、それが発覚又は、発生し得る可能性が高いと判

断した時点で、注文した施設に速やかに連絡するものとする。 

 

３ 衛生管理 

商品の衛生管理については、衛生関係法規の定める事項を遵守すること。 

 

４ 危険負担及び機密事項の取扱い 

① 商品の引渡前に生じた商品の滅失、毀損、減量、変質その他一切の損害は登録業

者の負担とし、商品の引渡後に生じたこれらの損害は、登録業者の責に帰すべき

ものを除き各施設の負担とする。 

② 登録業者は、本契約に基づく業務の遂行にあたり知り得た相手方の機密事項を他

の第三者に漏洩してはならない。登録業者抹消後も継続するものとする。 

③ 万一、廃業等になった場合は、すみやかに社会福祉法人コスモスへ届け出るもの

とする。 

５ その他 

① 登録業者が差押、仮処分、強制執行その他公売処分等、公権力の処分を受け、又

は、民事再生、会社更生、破産若しくは競売の申立を受け、又は自ら民事再生、

会社更生若しくは破産の申し立てをしていないこと。 

② 自己又は自己の役員（取締役、監査役、執行役及び執行役員をいう）が暴力団、

暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総称し

て「反社会勢力」という）に該当していないこと。 

③ 各種法令に従い適正な運営をしていること。 



④ 上記①から③をはじめ社会的信用状態を落とす重大な事項を抱えていないこと 

万一、これらの事項に対し違反が生じたり、発覚した場合は、コスモスは、その

程度により、注意指導、一時発注差し止め、登録抹消等の措置をとることがある。 

⑤ 納入代金の支払いは毎月月末締め、翌月 20 日（20 日が金融機関休業日の場合

は翌営業日）払いとする。 

⑥ 登録後、本要項に定めのない事項が生じたときは、信義誠実の原則に従って、コ

スモスと登録業者双方は協議を行い解決を図るものとする。 

 

（別表） 納入先施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項番 施設名 住所 

１ おおはま障害者作業所 堺市堺区東湊町 5 丁 276 番 

２ 老人デイサービスセンター結いの里 堺市西区浜寺石津町西 5 丁 11 番 21 号 

３ ほくぶ障害者作業所 堺市北区南花田町 536 番地 1 

４ まごころ家（店舗） 堺市東区野尻町 8 番地 4 えると内 1 階 

５ 森のキッチン（店舗） 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号 堺市役所本館地下１階 

６ 森のカフェ（店舗） 堺市堺区大浜北町 5 丁 7-1 大浜公園内 

７ せんぼく障害者作業所 堺市南区檜尾 1382 番地 6 

８ ふれあいの里かたくら 堺市南区片蔵 165 番地 

９ アクティブスペースかいと 堺市南区豊田 1180 

１０  堺東部障害者作業所 堺市東区高松 106 


